
食品安全委員会（第６６８回会合）議事次第

１．日時及び場所
平成２９年１０月３日（火） １４：００～
大会議室

２．出席委員（７名）
佐 藤 洋（委員長）
山 添 康（委員長代理）
吉 田 緑
山 本 茂 貴
石 井 克 枝
堀 口 逸 子
村 田 容 常

３．議 事
（１）食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うこと

が明らかに必要でないときについて
・食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１１条第１項の規定に
基づき定められた食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告
示第３７０号）の西洋なし、日本なし、マルメロ及びりんごの検体
の改定
（厚生労働省からの説明）

（２）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する
リスク管理機関からの説明について
・農薬 ３品目
［１］アシノナピル ［２］テトラニリプロール
［３］ランコトリオンナトリウム塩
（厚生労働省からの説明）

・動物用医薬品 １品目
モネパンテル
（厚生労働省からの説明）

（３）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について
・農薬「トリフルメゾピリム」に係る食品健康影響評価について
・遺伝子組換え食品等「絹糸抽出期における高雌穂バイオマストウモ
ロコシMON87403系統（食品・飼料）」に係る食品健康影響評価について

（４）平成２９年度食品健康影響評価技術研究の追加公募における採択課題
（案）について

（５）その他



４．配布資料
（１）食品安全基本法第１１条第１項第１号の食品健康影響評価を行うこと

が明らかに必要でないときについて（照会）

（２－１）食品健康影響評価について

（２－２）「アシノナピル」「テトラニリプロール」「ランコトリオンナトリウ
ム塩」及び「モネパンテル」の食品安全基本法第２４条に基づく
食品健康影響評価について

（３－１）農薬に係る食品健康影響評価に関する審議結果について＜トリフ
ルメゾピリム＞

（３－２）遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価に関する審議結果に
ついて＜絹糸抽出期における高雌穂バイオマストウモロコシMON87
403系統（食品）＞

（３－３）遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価に関する審議結果に
ついて＜絹糸抽出期における高雌穂バイオマストウモロコシMON87
403系統（飼料）＞

（４）平成２９年度食品健康影響評価技術研究の追加公募における採択課題
(案)について


